
京セラ株式会社
京セラインターナショナル株式会社

当パンフレットには京セラ株式会社と保険会社からお知らせする「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご加入のみなさまへ」等の重要事項が含まれてお
ります。「正しく告知いただくために」とあわせてお申込み前に必ずお読みください。なお、ご加入者（被保険者）は、当パンフレットをお読みいただいた
後も大切に保管してください。専用webサイトをご覧になり申込みいただいた方は、当パンフレットを保存等のうえ、大切に保管してください。

京セラグループのみなさまへ
2024年 募集のご案内

商品内容のご説明

申 込 締 切 日
効 力 発 生 日
保 険 料 控 除
加 入 通 知 書

●
●
●
●

毎月20日（４月～１０月）
申込月の翌々月１日
保障開始日の月から給与控除開始
保障開始月の中旬頃に配付

４月2日～10月20日まで随時募集を行っております
※随時募集でのお申込みは、新規加入・増額のみとなります。減額
のお申込みは受付けておりませんのでご注意ください。
※随時募集については各拠点総務またはＫＩＣへお問合せください。

一斉募集一斉募集

京セラグループ保険

２０２4年４月  １日(月)
2024年１月10日(水)

申込方法 各拠点総務またはKICへご連絡ください。
メールアドレス：kic-info@gp.kyocera.jp

申込締切日
効力発生日

京セラ医療保障保険で
病気やケガ等の

入院に伴う諸々の出費に
備えましょう！

まさかの入院!!保障は大丈夫ですか？

１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金
をお受取りになれます。
配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料
から配当金を控除した金額)が軽減されます。
ただし、脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方
は配当金をお受取りになれません。

配当還元率
（年間払込保険料に対する配当金の割合）

受取時期
（保険期間）

約35 ％

約 31 ％

2022年
(2021.4.1～2022．3．31)
2023年

(2022.4.1～2023．3．31)
※上記は過去2年間の支払保険料に対する配当還元率です。
※配当金は毎年変動します。上記の数値は各年度の配当率・保険
料・お支払保険金・給付金・加入者数（主たる被保険者数）等に
基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありませ
ん。

配当金について

（公財）生命保険文化センター  「2022（令和4）年度　生活保障に関する調査」

入院経験者（過去1年間）の1日あたりの自己負担費用
治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費（見舞いに来る家族の
交通費も含む）や衣類、日用品などを含む。高額療養費制度を利用
した場合は利用後の金額

なし●健康保険診療の自己負担分
●入院時の食事の自己負担分

0 ～15歳到達後
最初の年度末

所得制限助成内容対象期間

世田谷区ホームページ  「子ども医療費助成制度」　

※助成に、所得制限を設けている自治体もあります。
詳しくは管轄の自治体にご確認ください。

※2022年12月現在

地方自治体の助成例（東京都世田谷区『子ども医療費助成制度』）の場合

地方自治体の助成により、医療費が軽減される場合があります。
平均

19,400円

30,000～
40,000円未満
5.9%

20,000～
30,000円未満
17.1%

15,000～
20,000円未満
5.3%

40,000円以上
12.8%

5,000円未満
16.6%

5,000～
7,000円未満
10.7%

7,000～
10,000円未満
9.6%

10,000～
15,000円未満
21.9%

ままささかかかのの入入院院院!!!!保保保障障障はは大大大丈丈丈夫夫夫でですすすかかか？？

京セラ医療保障保険

＜入院保障＞

まさかの入院も安心まさかの入院も安心

（医療保障保険（団体型））
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この保険は、以下のニーズをお持ちの方に適した保険期間１年の商品です。
原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により一定期間継続して加入いただくことができます。

◆病気やケガによる入院保障

□ 保障内容はニーズに合致していますか。
□ ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容はニーズに合致していますか。

当パンフレット（「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。）により、この商品がご自身のニーズに合致して
いるかご確認ください。
チェック欄

意向確認書
ご自身のニーズ（ご意向）に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。

次のような場合に給付金および保険金が支払われます

・不慮の事故によるケガや病気で継続して５日以上所定の入院をされた場合
５日目から支払われます。
（入院開始日からその日を含めての４日間は対象になりません。）
・死亡された場合。
※手術に対する給付金はありません。
お支払事由の詳細や制限事項については、4～８ページをご確認ください。

ー目次ー
〇保障額と保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ

〇ご契約の概要について（契約概要）・・・・・・・・・・・・・３ページ

〇特に注意いただきたい事項について（注意喚起情報）・・・・・４ページ

〇更に詳しい内容について（制度の詳細とその他取扱い）・・・・５ページ

〇ご加入の生命保険をご活用いただくために・・・・・・・・・・６ページ

〇ご加入のみなさまへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・７・８ページ

〇正しく告知いただくために・・・・・・・・・・・・・・９・１０ページ

〇「申込書兼告知書」記入要領～一斉募集用～・・・・・・・・１１ページ

〇「申込書兼告知書」記入要領～随時募集用～・・・・・・・・１２ページ

〇定年退職後継続加入コースのご紹介・・・・・・・・・・・・１３ページ

〇加入者ダイレクトのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・１４ページ
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以下の加入コースからご希望のコースをお選びください。

保障額と保険料

「申込書兼告知書」には太枠内の「入院給付金額」「死亡保険金額」
の金額をご記入ください。

本　人区　分 家　族

Ａコース加入コース
保険年齢 Ｂコース Ｃコース 配偶者 こども

一律５２６円

１５歳～１９歳

２０歳～２４歳

２５歳～２９歳

３０歳～３４歳

３５歳～３９歳

４０歳～４４歳

４５歳～４９歳

５０歳～５４歳

５５歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

１,６４９円

２，１４８円

２，４８８円

２，６３８円

２，６６０円

２，９６６円

３，４２４円

４，３９８円

５，６８７円

７，７９４円

１１，３０９円

１，３２５円

１，７２４円

１，９９６円

２，１１６円

２，１３４円

２，３８０円

２，７４８円

３，５３０円

４，５６７円

６，２６２円

９，０８９円

８３９円

１，０８８円

１，２５８円

１，３３３円

１，３４５円

１，５０１円

１，７３４円

２，２２８円

２，８８７円

３，９６４円

５，７５９円

８３９円

１，０８８円

１，２５８円

１，３３３円

１，３４５円

１，５０１円

１，７３４円

２，２２８円

２，８８７円

３，９６４円

５，７５９円

H16.10.2生～H21.10.1生

H11.10.2生～H16.10.1生

H6.10.2生～H11.10.1生

H1.10.2生～H6.10.1生

S59.10.2生～H1.10.1生

S54.10.2生～S59.10.1生

S49.10.2生～S54.10.1生

S44.10.2生～S49.10.1生

S39.10.2生～S44.10.1生

S34.10.2生～S39.10.1生

S29.10.2生～S34.10.1生

保険年齢
０歳～２２歳
Ｈ13.１０.2生～
※こども１人あたり
の保険料です。

●当パンフレットにおける年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。 
「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、１年未満の端数は６カ月以下は切捨て、６カ月超は切上げます。
(例：１９歳７カ月の被保険者の方の保険年齢は２０歳となります。)
●上記は概算保険料です。正規保険料は申込締切後に加入者数等に基づき算出し、更新日(今回は2024年４月１日)から適用します。保険料は、毎年の更
新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の保障額で更新された場合、通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。

本　人区　分 家　族

Ａコース加入コース給付の種類 Ｂコース Ｃコース 配偶者 こども

入院給付金額

死亡保険金額

【入院給付金日額×（入院日数－４日（＊１））】
１回の入院について120日分、

通算７００日分を限度（＊２）とします。

（＊１）入院開始日を含みます。
（＊２）給付限度については、更新前後のお支払日数を

通算します。

１０,０００円
日額

８,０００円
日額

５,０００円
日額

５,０００円
日額

３,０００円
日額

１０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円

■月払保険料表(概算)

保障内容に関する詳細や「給付金のお受取りにあたっての日数制限」等の制限事項については、【注意喚起情報】「保険金・給付金をお支払いしない主な
場合」（４ページ）、「法令等の改正に伴う変更」（４ページ）、【制度の詳細とその他取扱い】「保険金・給付金のお支払事由」（５ページ）、ならびに【ご加入の
みなさまへ】（７・８ページ）を必ずご確認ください。

●保険期間1年の定期保険で、更新により最高年齢69歳6カ月まで継続加入いただくことができます。（こど
もは除く。）
※詳細は、3ページ「この保険の特徴」「ご加入できる方」、13ページ「定年退職後継続加入コースのご紹介」
をご参照ください。
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この保険の特徴

ご加入できる方

主な保障内容

脱退による払戻金

保険期間

保険料

配当金

●保険期間は効力発生日～２０２５年３月３１日までです。
以降は毎年４月１日を更新日とし、保険期間１年で更新します。
特にお申し出のない限り、在職中は前年同様の内容で自動的に更新されます。

<配偶者>

<こども>

< 本 人 >

①一旦加入すれば、その後病気やケガをしても、原則として、加入資格
を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。
②本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。
(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはでき
ません。)
③配偶者・こどものみで加入することはできません。
④保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者・こど
もも自動的に脱退となります。
⑤本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険
契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもと手続
きいただいた場合、13ページのとおり継続加入いただくことがで
きます。

【ご注意】

●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。

制度運営および引受保険会社

ご契約内容
●４月１日（月）以降　「加入者ダイレクト」にて、加入内容をご覧になれま
す。ご意向どおりの加入内容になっているかをご確認ください。
閲覧方法は、１４ページをご参照ください。

●保険料は毎月の給与から控除します。
(第１回目は保障開始日の月から)

受取人

＊「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、１５ページをご確認
ください。
＊【注意喚起情報】、【制度の詳細とその他取扱い】等も必ずご確認くださ
い。

●当制度は京セラ株式会社が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結し
た家族特約付医療保障保険（団体型）契約に基づいて運営します。
●この医療保障保険（団体型）契約は以下の引受保険会社による共同取扱契約
であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いま
すが、各ご加入者（被保険者）の加入保険金額・給付金額について、引受保険
会社はそれぞれの引受割合（2023年5月15日現在）に応じて保険契約上
の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。
なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
《引受保険会社》
日本生命保険相互会社【事務幹事会社】
第一生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
住友生命保険相互会社

（５4％）
（３５％）
（１０％）
（ 1％）

●この保険は、団体を契約者とし、その所属員等のうち希望される方に加入いただく団体保険です。
●保険期間１年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。
継続加入は、年齢69歳６カ月まで。（こどもは、年齢22歳6カ月まで。）

●ご加入者（被保険者）の保険期間中の病気やケガによる入院に対する保障等を確保できます。
●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。

●本人・配偶者・こどもの入院給付金受取人、および配偶者・こどもの死
亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。

●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父
母・兄弟姉妹から選択できます。

以下の加入資格の他、専用webサイトまたは「申込書兼告知書」に記載の
内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。
以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。

扶養する同一戸籍のこどもとは、役員・嘱託および社員
本人が加入している公的医療保険制度における被扶養
者(健康保険証に記載の被扶養者)で、かつ役員・嘱託お
よび社員本人と同一戸籍に記載されている方です。

公的医療保険制度に加入している京セラおよびその関連会社
の役員・嘱託および社員の方で年齢１４歳６カ月超６９歳６カ
月以下の方。
公的医療保険制度に加入しており、京セラおよびその関連会
社の役員・嘱託および社員の配偶者の方で年齢満18歳以上
６９歳６カ月以下の方。
ただし、すでに他の医療保障保険(団体型)に加入されている
方はご加入になれません。
京セラおよびその関連会社の役員・嘱託および社員の扶養
する同一戸籍のこどもで年齢０歳以上２２歳６カ月以下の方。
ただし、加入資格のあるこどもが２名以上いる場合は、全員
ご加入ください。

●１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りに
なれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料か
ら配当金を控除した金額)が軽減されます。
●脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取り
になれません。

●以下の場合に、保険金・給付金をお支払いします。

（＊）保障額を増額する場合、増額部分については、「加入日」を「増額日」
と読替えます。

保険期間中に、死亡された場合

保険期間中に、加入日（＊）以後の病気またはケガで、
継続して５日以上所定の入院をされた場合

死亡保険金

入院給付金

しくみ図
（イメージ）

保険期間１年

加入日

更新

保険期間１年

更新日

更新

保険期間１年

更新日 更新日

原則として、加
入資格を満たす
かぎり、更新に
より継続して加
入いただくこと
ができます。

病気やケガによる
入院に対する
保障等

ご契約の概要について（契約概要）  医療保障保険（団体型）
この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内
容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、「注意喚起情
報」・「ご加入のみなさまへ」等、当パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」をご参照ください。
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特に注意いただきたい事項について（注意喚起情報）　医療保障保険（団体型）

保険金・給付金のお支払いに関する留意事項

クーリング・オフ

告知に関する重要事項

責任開始期

保険金・給付金をお支払いしない主な場合

この保険契約から脱退いただく場合
●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中で
あってもその日にこの保険契約から脱退となります。

●更新日時点で継続加入年齢を超える方は､更新日の前月末日で脱退となり
ます｡また､保険期間の途中で継続加入年齢を超える方は､次の更新日の
前月末日で脱退となります｡

●配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者・こどもは次の①または②に
定める日にこの保険契約から脱退となります。
①本人の脱退日・死亡日
②更新日に配偶者、またはこどもが加入資格を失われている場合はその更
新日の前日

●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれ
た期間の末日です。(例えば、３月２４日に脱退された場合、３月分保険料を
払込みいただき、３月３１日が保障終了日となります。)
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
●退職等の事由により脱退される場合、２年を超えて継続して被保険者で
あった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険
に加入できます。詳細は当パンフレットに記載の団体窓口までお問合せ
ください。

＊「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、15ページをご確認
ください。

●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入（＊）のお申込
みにはクーリング・オフの適用はありません。

告知の義務
●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのまま
を、正確にもれなく告知してください。（これを告知義務といいます。）
傷病歴等があった場合でも、全てのご加入（＊）のお申込みをお断りする
ものではありません。
●引受保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）・団体事務担
当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいた
ことになりません。必ず専用webサイトまたは指定された書面（「申込書
兼告知書」等）にて告知してください。

正しく告知いただけない場合の取扱い
●告知義務に違反された場合は、ご加入（＊）を解除させていただき、保険
金・給付金をお支払いできないことがあります。
告知内容等の確認
●後日、保険金・給付金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただ
くことがあります。
※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。

●引受保険会社がご加入（＊）を承諾した場合、２０２４年４月１日（加入日
（＊））から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受
保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しませ
ん。（更新できません。）

●引受保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）には、ご加
入（＊）を承諾する権限がありません。

●次のような場合、保険金・給付金をお支払いしないことがあります。
（１）次のいずれかにより給付金のお支払事由に該当した場合

・保険契約者、被保険者、給付金受取人の故意または重大な過失に
よるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障がいの状態、泥酔の状態を原因とする事故に
よるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている
間や、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をし
ている間に生じた事故によるとき
・被保険者の薬物依存によるとき
・地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき

（２）次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合
・加入日（＊）からその日を含めて１年以内の被保険者の自殺による
とき
・保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき
・戦争その他の変乱によるとき

（３）入院の原因となる疾病や不慮の事故が加入日（＊）前に生じている場合
※ただし、加入日（＊）から起算して２年を経過した後に入院を開始し
たときは、その入院は、加入日（＊）以後の原因によるものとみなし
ます。

（４）告知義務違反による解除（注）の場合
（５）詐欺による取消（注）の場合
（６）不法取得目的による無効（注）の場合
（７）保険契約が失効（注）した場合
（８）重大事由による解除（注）の場合

（注）解除、取消、無効または失効の場合、ご加入を継続できません。

●詳細は、「ご加入のみなさまへ」に記載しておりますのでご確認ください。

●お支払事由が発生する事象、保険金・給付金をお支払いする場合または
お支払いしない場合等については、「ご加入のみなさまへ」に記載してお
りますので、ご確認ください。なお、保険金・給付金のご請求は、京セラ株
式会社経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、保険金・
給付金をお支払いする必要がありますので、保険金・給付金のお支払事
由が生じた場合だけでなく、保険金・給付金のお支払いの可能性がある
と思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等につい
ても、速やかに京セラ株式会社のご相談窓口にご連絡ください。
●保険金・給付金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によって
は、他の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、
十分にご確認ください。

●保険金・給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事
例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。
(https://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/)

法令等の改正に伴う変更
●公的医療保険制度の改正が行われた場合には、引受保険会社は、主務官庁の
認可を得て、保険料その他この保険契約の内容を変更することがあります。

この「注意喚起情報」は、ご加入（＊）のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・
ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」・「ご加入
のみなさまへ」等、当パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」をご参照ください。
（＊）保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。

生命保険契約者保護機構
●引受保険会社各社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受
保険会社各社の業務もしくは財産の状況の変化により、給付金額等が削
減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である
生命保険会社各社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護
機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、
この場合にも、給付金額等が削減されることがあります。
●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構ま
でお問合せください。
（お問合せ先）
生命保険契約者保護機構
ＴＥＬ ０３－３２８６－２８２０　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

午前９時～正午、午後１時～午後５時
ホームページアドレス　https://www.seihohogo.jp/

制度内容の変更
●京セラ株式会社の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される
場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入
資格等が変更される場合があります。
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更に詳しい内容について（制度の詳細とその他取扱い）

保険金・給付金のお支払事由

この「制度の詳細とその他取扱い」は、「契約概要」・「注意喚起情報」にてご説明した重要な事項の詳細説明や税務上のお取扱い等を記載しております。お
申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」・「注意喚起情報」・「正しく告知いただくために」・「ご
加入のみなさまへ」は、お申込みにあたっての重要な事項を記載しておりますので、あわせて必ずご確認ください。

〔入院給付金〕
・お支払いは、責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害または発
病した疾病を直接の原因として、５日以上継続して入院をされた場合に
かぎります。
・お支払いの対象となる入院は、保険期間中に治療を目的として医療法に
定める日本国内の病院または診療所およびこれらと同等と引受保険会
社が認める日本国外の医療施設に入院した場合にかぎります。

・お支払いは、１回の入院について１２０日分、通算して７００日分を限度
（＊）とします。

〔死亡保険金〕
・被保険者が、保険期間中に死亡された場合にお支払いします。

（＊）給付限度については、更新前後のお支払日数を通算します。

（ご注意）
保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
お支払いに関する詳細は「ご加入のみなさまへ」をご覧ください。

税務上のお取扱い （各種の取扱いがあります）
〔保険料〕
●この保険契約には新生命保険料控除制度が適用され、実質保険料（保険料
から配当金を控除した金額）は、介護医療保険料控除の対象です。
※生命保険料控除の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参照くだ
さい。
（https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/）
※介護医療保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・
確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。

※当京セラ医療保障保険以外に介護医療保険料控除の対象となる保険等
にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞ
れ合計した保険料に基づき計算されます。当京セラ医療保障保険のみの
保険料に基づき計算されるわけではありません。

〔給付金〕
●入院給付金は、本人（主たる被保険者）が受取人の場合、非課税です。
〔保険金〕
●死亡保険金
＜本人＞
相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡
時の保険金（法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場
合には、これと合算した金額）に対して相続税法上一定の金額が非課税
となる場合があります。
＜配偶者・こども＞
本人（主たる被保険者）が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として
所得税の課税対象となります。

税務の取扱い等について、２０２３年５月現在の税制・関係法令等に基づき記
載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の
内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等に
ご確認ください。

●また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体、子会社および
引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。

　なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、
個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。

（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則によ
り、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が
限定されています。

～死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて～
指定された死亡保険金受取人（以下、受取人といいます。）の個人情報につい
ては、上記の加入対象者（被保険者）の個人情報と同様に取扱われますので、
お申込みにあたっては、受取人にその旨を説明いただき、個人情報の取扱い
についての同意を取得してください。

個人情報の取扱いに関する京セラ株式会社と引受保険会社
からのお知らせ

●この保険契約は、京セラ株式会社（以下、団体といいます。）を保険契約者と
し、団体および団体の子会社（以下、子会社といいます。）の所属員を加入対
象者とする企業保険です。そのため、この保険契約の運営にあたっては、団
体および子会社（京セラインターナショナル株式会社を含みます。以下同
じ。）は加入対象者の個人情報（氏名・性別・生年月日・健康状態等）を取扱
い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社（共同引受会社を含みま
す。以下同じ。）へ提出します。団体および子会社は、この保険契約の運営に
おいて入手する個人情報を、この保険契約の事務手続きのために使用しま
す。
●引受保険会社は受領した個人情報を各種保険の引受け・継続・維持管理、給付
金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団
体、子会社および他の引受保険会社等へその目的の範囲内で提供します。
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ご加入の生命保険をご活用いただくために
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入院保障

医療保障保険（団体型）ご加入のみなさまへ　＜お申込みの前に必ずお読みください。＞　
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正しく告知いただくために

１.健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを告知してください。（告知義務）
●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。
この保険に新たにご加入もしくは給付金日額等の増額をお申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知（確認）いただ
く義務があります。
●過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障がい状態について、web申込画面または「申込書兼告知
書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みください。
●告知にあたり、生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知
いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。

２.生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことになりません。
●告知をお受けできる権限（告知受領権）は、生命保険会社が有しています。必ず指定された画面または書面（web申込画面
または「申込書兼告知書」等）にて告知いただくようお願いいたします。
●生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけ
では告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

５.後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。
●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、給付金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容に
ついて、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認させて
いただくことがあります。

◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方
等が無条件にご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
◆この保険への新たなご加入もしくは給付金日額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、web申込画面または「申込
書兼告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告
知いただくための重要な事項について記載しておりますので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。

３.傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものでは
ありません。
●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、
傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「６．web
申込画面または『申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。

４.告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、
給付金等をお支払いできないことがあります。
●告知いただく事項は、web申込画面または「申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重
大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から１年以内であれ
ば、生命保険会社は「告知義務違反」としてお申込みいただいた内容を解除することがあります。（＊）
●責任開始日から１年を経過していても、給付金等のお支払事由が１年以内に発生していた場合には、お申込みいただいた
内容を解除することがあります。
●お申込みいただいた内容を解除した場合には、給付金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはでき
ません。また、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
（ただし、給付金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、給付金等のお支払いをいたし
ます。）

（＊）告知にあたり、生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）が、傷病歴や健康状態等について告知をする
ことを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社
はお申込みいただいた内容を解除することはできません。
こうした、生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）の行為がなかった場合でもご契約者または被保険
者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認めら
れる場合、生命保険会社は、お申込みいただいた内容を解除することがあります。

※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、給付金等をお支払いできないことがあります。
たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払
いできないことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
また、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故に
ついて告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。
ただし、給付金等のお支払いにあたっては、責任開始の日からその日を含めて２年を経過した後に入院を開始したとき、
手術を受けたとき等は、告知義務違反等によりご契約または特約が解除される場合を除き、その入院・手術等は責任開始
日以降の原因によるものとみなします。

（※）医療保険の対象商品：総合医療保険（団体型）・新医療保障保険（団体型）・医療保障保険（団体型）

医療保険（※）
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Ｋ２０１８－４３２　　　２０１９．２　企業保険サービス課【引受保険会社】 日本生命保険相互会社

（１）申込日から過去３カ月以内に、医師の治療・投薬＊１ を受けたことがありますか。
（２）申込日から過去５年以内に、病気やけがで手術を受けたこと、または７日以上にわたり＊２ 、医師の治療・投薬＊１ 

を受けたことはありますか。

≪質問事項≫

●web申込画面または「申込書兼告知書」等への入力（記入）の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加
入もしくは増額等をお断りすることがあります。
●web申込画面または「申込書兼告知書」を入力（ご提出）された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追
加して告知いただくことが可能です。追加の告知（「被保険者の告知書」の提出）が必要な場合は、当制度に関する団体窓
口経由生命保険会社にお申し出ください。ただし、追加して告知いただいた内容によっては、お申込みいただいた内容が
お引受けできなくなる場合があります。

●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、およびweb申込画面または
「申込書兼告知書」の裏面（※）に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知ください。
　（※）「申込書兼告知書」によっては、質問事項が裏面ではなく表面に記載されている場合もあります。
●主たる被保険者（本人）が新規加入・増額する申込者の告知内容（質問事項に対する答え）をとりまとめのうえ、web申込画
面または「申込書兼告知書」の該当箇所にとりまとめ結果を入力（記入）のうえ、お申込みください。

●お申込みいただく際には、加入勧奨時に通知・配付された説明資料等に記載された重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」
を含む）、医療保障保険契約内容登録制度ならびに個人情報の取扱い等を必ずご確認いただき、告知内容が事実に相違な
いことを確認のうえ、お申込みください。

●web申込画面または「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。

６.web申込画面または「申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明

＜補足説明＞
＊１　「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みます。
（注） 一過性の軽微な疾患（かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療）、手足の骨折によるものは含みません。

＊２　「７日以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が７日以上の場合をいいます。
たとえば、受診は２日でも、その間が７日以上の場合や、合計７日分以上の投薬を受けた場合は、「７日以上」と
なります。

（注１）  以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。
・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した
・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる
・歯科医師による虫歯の治療、抜歯
・妊娠（正常）による入院

（注２） 「質問事項」に対する答えが「はい」となる場合や答えに迷われる場合は、別途、「被保険者の告知書」を当制
度の団体窓口からお取寄せいただき、ご提出ください。お申込みいただいた内容をお断りすることもござい
ますが、お申込みいただいた内容どおりでお引受けできることもあります。
「被保険者の告知書」をご提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、団体窓口経由生命保
険会社へご提出ください。（「申込書兼告知書」にてお申込みをされる場合、「申込書兼告知書」にお申込内
容をご記入いただき、「申込印（告知印）」を押印のうえ、ご提出ください。）

９/１

初診

９/７

終診

９/１

初診

９/５

受診
（３日分の投薬）（４日分の投薬） ⇒合計７日分の投薬

７日
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「申込書兼告知書」記入要領
お申込み手続き

00

●新規に加入される方
専用 web サイトからお手続き、または「申込書兼告知書」を各拠点総
務へご提出ください。
（本人との続柄が「その他（９）」となる方を本人の死亡保険金受取人と
される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。
●新規に加入、または加入入院給付金日額を変更される方
　申込金額の保険金額（万円）欄へ「１０」とご記入ください。
●すでに加入されており、死亡保険金受取人を変更される方
各拠点総務までご連絡ください。（専用 web サイトまたは「申込書兼
告知書」での受取人変更のお取扱いはできません。）
死亡保険金受取人を変更される場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、
保険契約者（団体）が引受保険会社に「死亡保険金受取人指定書」を発送した
日です。
●その他内容の変更（脱退を含みます。）がある方
専用webサイトからお手続き、または「申込書兼告知書」をご提出ください。
●内容に変更のない方
従来の加入内容で継続されますので、お手続きは不要です。  

※当「申込書兼告知書」は記入要領用のものであり、配付されたものと内容が異なる場合があります。

・配偶者・こどものみのお
申込みはできませんの
で、ご本人とのセットでお
申込みください。

こどものご加入について
以下の方が加入対象となり
ます。
２０２４年4月1日現在、年
齢0歳以上22歳6カ月以
下の方
※加入資格のあるこどもが
2名以上いる場合、全員ご
加入ください。
（一部のこどものみのご加
入・脱退はできません。）

「死亡保険金受取人」について
・カタカナでご記入ください。
・受取人続柄コードおよび人
数は必ずご記入ください。

・死亡保険金受取人を変更、
または複数指定される場合
は、各拠点総務までご連絡く
ださい。（「申込書兼告知
書」での受取人変更のお取
扱いはできません。）
・配偶者・こどもの死亡保険
金受取人は社員本人となり
ます。

告知日として重要です。
「申込書兼告知書」を記入した
日をご記入ください。

氏名はカタカナで
ご記入ください。

本人（主たる被保険者）が新規加入・増額を希望する申込者の告知をとりまとめのうえ、１または２に○印を
ご記入ください。
〔１に○印〕
申込者全員の質問事項（「申込書兼告知書」裏面記載）に対する答えが全て「いいえ」となる場合
〔２に○印 ※〕
１名でも質問事項に対する答えが「はい」となる場合や質問事項に対する答えに迷われる場合
※【「はい」の答えがある申込者氏名】欄に該当者の氏名をカタカナでご記入のうえ、あわせて「被保険者
の告知書」をご提出ください。保険会社にて新規加入・増額の可否を判断します。

必ず押印してください。
※訂正印も申込印と同一の
印をご使用ください。

①

入院給付金日額・保険金額の
ご記入について
①新規加入・増額・減額の場
合…今回申込、変更後の金額
を右づめでご記入ください。
②脱退の場合…右づめで
「０」と記入いただき、申込
印欄に押印してください。
・退職者の方の新規加入・
増額はお取扱いできませ
んので、ご注意ください。

 ・ 新規に加入、または加入入
院給付金日額を変更され
る場合は、申込金額の保険
金額（万円）欄へ右づめで
「１０」とご記入ください。

◎必要事項が記入・押印されているか、「申込書兼告知書」をご提出前にご確認ください。
◎内容を訂正される場合は訂正箇所を二重線で抹消後、訂正印（申込印と同一のもの）を押印のうえ、正当内容をご記入ください。

被保険者氏名・性別・生年月日・
申込金額をご記入ください。

②

上記【結合番号一覧】より、
該当する番号（５ケタ）を
右づめでご記入ください。

【結合番号一覧】

（2023年12月7日～2024年1月10日）
～一斉募集用～
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お申込み手続き

00

●新規に加入される方
「申込書兼告知書」を各拠点総務へご提出ください。
（本人との続柄が「その他（９）」となる方を本人の死亡保険金受取人と
される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。
●新規に加入、または加入入院給付金日額を増額される方
　申込金額の保険金額（万円）欄へ「１０」とご記入ください。
●すでに加入されており、死亡保険金受取人を変更される方
各拠点総務までご連絡ください。（「申込書兼告知書」での受取人変更
のお取扱いはできません。）
死亡保険金受取人を変更される場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、
保険契約者（団体）が引受保険会社に「死亡保険金受取人指定書」を発送した
日です。
●入院給付金日額を増額される方
「申込書兼告知書」をご提出ください。
●内容に変更のない方
従来の加入内容で継続されますので、お手続きは不要です。  

※ 随時募集では、減額のお取扱いはございません。　

※当「申込書兼告知書」は記入要領用のものであり、配付されたものと内容が異なる場合があります。

・配偶者・こどものみのお
申込みはできませんの
で、ご本人とのセットでお
申込みください。

こどものご加入について
以下の方が加入対象となり
ます。
効力発生日現在、年齢0歳
以上22歳6カ月以下の方
※加入資格のあるこどもが
2名以上いる場合、全員ご
加入ください。
（一部のこどものみのご加
入はできません。）

「死亡保険金受取人」について
・カタカナでご記入ください。
・受取人続柄コードおよび人
数は必ずご記入ください。
・死亡保険金受取人を変更、
または複数指定される場合
は、各拠点総務までご連絡く
ださい。（「申込書兼告知
書」での受取人変更のお取
扱いはできません。）
・配偶者・こどもの死亡保険
金受取人は社員本人となり
ます。

告知日として重要です。
「申込書兼告知書」を記入した
日をご記入ください。

氏名はカタカナで
ご記入ください。

本人（主たる被保険者）が新規加入・増額を希望する申込者の告知をとりまとめのうえ、１または２に○印を
ご記入ください。
〔１に○印〕
申込者全員の質問事項（「申込書兼告知書」裏面記載）に対する答えが全て「いいえ」となる場合
〔２に○印 ※〕
１名でも質問事項に対する答えが「はい」となる場合や質問事項に対する答えに迷われる場合
※【「はい」の答えがある申込者氏名】欄に該当者の氏名をカタカナでご記入のうえ、あわせて「被保険者
の告知書」をご提出ください。保険会社にて新規加入・増額の可否を判断します。

必ず押印してください。
※訂正印も申込印と同一の
印をご使用ください。

◎必要事項が記入・押印されているか、「申込書兼告知書」をご提出前にご確認ください。
◎内容を訂正される場合は訂正箇所を二重線で抹消後、訂正印（申込印と同一のもの）を押印のうえ、正当内容をご記入ください。

被保険者氏名・性別・生年月日・
申込金額をご記入ください。

上記【結合番号一覧】より、
該当する番号（５ケタ）を
右づめでご記入ください。

「申込書兼告知書」記入要領

【結合番号一覧】

入院給付金日額・保険金額の
ご記入について
・新規加入・増額の場合…
　今回申込、変更後の金額を右
づめでご記入ください。
・退職者の方の新規加入・
増額はお取扱いできませ
んので、ご注意ください。

 ・ 新規に加入、または加入入
院給付金日額を増額され
る場合は、申込金額の保険
金額（万円）欄へ右づめで
「１０」とご記入ください。

（2024年4月2日～2024年10月20日）
～随時募集用～
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定年退職後継続加入コースとは？

定年退職後継続加入コースの取扱い（概略）

「京セラ医療保障保険」は、定年退職される方で
ＯＢ会加入者であれば、退職後も継続することができます！

（増額は不可。）

定年退職後の保障充実のための選択肢の1つとして、
「京セラ医療保障保険」の活用をぜひご検討ください！！

定年退職後継続加入コースのご紹介

※詳しい取扱いは、定年退職時にご案内させていただきます。上記の内容は現時点の取扱いによるものであり、将来変更となることがあ
ります。

※詳細な内容については、当パンフレット・「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご加入のみなさまへ」等でご確認ください。

在 職 中

●定年退職以外による退職者の方は、各制度に２年を超えて継続加入されていた場合に、保険会社所
定の条件のもと、新たな告知や診査等なしで個人保険へ移行して継続できる取扱いのみが対象とな
ります。
※詳細は当パンフレット１５ページに記載の団体窓口までお問合せください。

OB 会のない会社は各拠点
総務までお問合せください。

継続加入できる方

加入できる保障額
の範囲

・定年退職される本人とその配偶者で、京セラ医療保障保険に加入されている方が対象です。退職時に未加入
の方は継続加入はできません。（配偶者のみで継続加入はできません。また、こどもは継続加入できません。）

・契約を更新できるのは、更新日（２０２４年４月１日）現在の年齢が、６９歳６カ月以下の方です。

・本人が退職後、本人・配偶者・こどもの新規加入はできません。

・在職中に加入している入院給付金日額、保険金額が上限です。
・定年退職後、増額はできません。 

退 職 後

医療保障保険（団体型）
京セラ医療保障保険
＜定年退職後継続加入コース＞

●継続加入が条件です。詳細は以下の「定年退職後継続加入コースの取扱い（概略）」をご確認ください。

契約を更新できるのは、
更新日（２０２４年４月１日）
現在の年齢が、
６９歳６カ月以下の方です。

定年退職

加入を
継続医療保障保険（団体型）

京セラ医療保障保険
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＜ご相談窓口等＞
●ご照会・苦情につきましては、以下の団体窓口までお問合せください。
(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じく以下の日本生命窓口までご連絡ください。)

＜指定紛争解決機関＞
●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ＦＡＸは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご
相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所｣を設置し、電話にてお受けしております。
(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/ をご覧ください。)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として１カ月を経過しても、保険契約者
等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約
者等の正当な利益の保護を図っております。

＜団 体 お 問 合 せ 先＞

＜日本生命お問合せ先＞

京セラインターナショナル株式会社 kic-info@gp.kyocera.jp
【京セラインターナショナルホームページ】 https://kyocera-kic.co.jp
【受付時間 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（祝日・京セラ休日はお取扱いしておりません。）】

日本生命保険相互会社　企業保険サービス課　 ＴＥＬ 0120－１２３－８４０（通話料無料）
※お問合せの際には、記号証券番号（９００－６４)をお知らせください。
【受付時間 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（祝日・１２/３１～１/３を除く。）】

日本－医－2023－454－11271－M(R5.8.29)　

当パンフレットでは、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障
害」とそのまま表記する場合があります。

<「障がい」の表記>


